
水産廃棄物処理施設
名称 八幡浜蒲鉾協同組合
所在地 八幡浜市1510番地13

平成18年４月１日から平成21年３月31日（３年間）
水産港湾課
・日量１ｔ処理機４基
・鉄骨スレート平屋建360㎡

（平成20年度利用実績）
・企業数
・収集量（ｔ）
・収集日数（日）

＜指定管理者としての収入・支出（決算）＞
※ただし、市から委託料の支出（負担）は行っていない。

収集処理事業費用

16,372,502
3,392,032

合計

収集処理事業収入

収入金額（円）
16,572,352
12,113,010

31,836,527

事業外収入 835,165 235,400

当期利益

事業外費用
収支状況 賦課金収入

合計

支出内訳
販売事業費用

収入内訳
販売事業収入

施設名

指定管理者

31,836,527

指定管理者評価シート（平成20年度)

施設の概要

指定管理者の業務

施設利用状況

指定期間
評価担当課

　水産業及び水産加工業から生じた魚の廃棄物を適切に処理し、もって地
域環境の保全と、水産加工業の生産性の向上を図る。

17

1,275,193

724.36
298

2,316,000 10,561,400一般管理費

支出金額（円）



評　　価　　項　　目 判　　定 評　　価　　の　　内　　容

①市民の平等な利用を確保できるような有効な手段が講じられているか。

②市民の利用促進が図られ、特定の団体等を優遇するおそれがないか。

③利用者に対するサービス向上策は適切か。

④利用者からの苦情の処理及び利用者に対する要望の把握並びにこれらに対する実現策は適当か。

①施設の利用拡大に向けた方策は適切か。

②総合的に収支計画が適切で、管理経費の縮減が図られる内容となっているか。

③収支計画書は、利用料金収入を向上させる内容となっているか。

④自主事業の計画書の内容は適切か。

⑤人件費の設定は、職員費に見合った内容で適切か。

⑥経費削減は、市民サービスの低下を招くことのない方策となっているか。

①施設の現状を正しく認識し、今後の管理のあり方について具体的かつ適切な提案がなされているか。

②法人等の経営状態に問題はないか。

③施設の管理業務に係る職員体制は十分なものか。

④その他管理経費の設定に無理はないか。

⑤施設の管理業務のうち、第三者に行わせる業務は必要最小限の範囲か。

⑥同種の施設の管理実績があるなど、必要な管理能力を有することが期待できるか。

①個人情報保護に係る措置が適切に講じられる見込みがあるか。

②衛生管理、火気管理等の安心・安全な施設管理が期待できるか。

③管理業務に係る地元雇用・市内調達の考え方及び実現性は適切か。

④地域活動への参加等の地元貢献についての考え方及び実現性は適切か。

【評価・コメント】

　施設の性格として、搬入される水産廃棄物の量によって、施設運用の効率性が左右される。

【総括評価】

　市からの委託料の支出（負担）は行っておらず、平成20年度をもって指定管理から除外し、施設管理委託（無償）に変更するところ
である。

施設名（水産廃棄物処理施設）                                                               

事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力
及び人的能力を有し、又は有することが確実である
こと
（第３号）

事業計画書の内容が市民の平等な利用を確保し、
及びサービスの向上が図られるものであること
（第１号）

判定基準　Ａ（配点の90％以上の点数）　Ｂ（配点の70％以上90％未満の点数）　Ｃ（配点の50％以上70％未満の点数）　Ｄ（配点の50％未満の点数）

総　合　評　価 Ｂ

指定管理者評価シート（平成20年度）

その他、当該公の施設の設置目的を達成するため
に必要であるとして市長等が別に定める基準
（第４号）

Ｂ

Ｃ

Ｂ

Ａ

事業計画書の内容が、当該公の施設の効用を最大
限に発揮させるとともにその管理にかかる経費の縮
減が図られるものであること
（第２号）
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